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※このご案内は概要を説明したものです｡詳しい内容につきましては、「日整連自動車整備業賠償共済保険」パンフレットをご参照ください｡
　また､ご不明な点につきましては､取扱代理店またはお取扱窓口にお問い合わせください。
      　

会員の皆様（整備事業者）の
業務遂行中の事故は

お客様が加入している任意の
自動車保険が適用されません。

万が一のために
自動車整備業賠償共済保険の
加入をおすすめします。

自動車整備業賠償共済保険
各自動車整備振興会の会員である整備事業者が加入できます。
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販売用中古車を運転して
移動中に通行人をはねてしまい死傷させた。

販売用中古車同士をぶつけて
車にキズがついてしまった。

納車後、整備不良が原因でタイヤが外れ、
そのタイヤが歩行者を直撃してケガをさせた。

工場で保管中、
洪水によりお客様の車が水没した。

納車時、電柱に接触して
お客様の車を破損させた。

工場の看板が外れて、通行人を直撃して、
ケガをさせた。

車検で預かった車を納車に行く途中で、
通行人をはねてしまい、死傷させた。

PL保険（生産物賠償責任保険）

火災保険水災保険特約

車両賠償保険（自動車管理者賠償責任保険）

＆Ucar車両特約

＆Ucar自動車保険

施設賠償責任保険

受託自動車保険
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